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(13)聴業能力の開発又は雇用榛

(14)前各号に掲げる活動を行う

の活動

の拡充を支援する活動

体の運営又は活動に関する連絡､助言又は援助

第(5.'貢#iEkOiA#^志;詔書恵するため･特定非営利活動に係る次の事業を行うo
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その職務を代行する｡

定め及び理事会の議決に基づき､この法人の業務を

こと｡

こと｡

この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若

あることを発見した場合には､これを総会又は所轄庁

場合には､総会を招集すること｡

人の財産の状況について､理事に意見を述べ､苦しく

長があらかじめ指名した順序によって

3　理事は､理事会を樵成し､この定款

執行する｡

4　監事は､次に掲げる搬務を行う｡

(1)理事の業務執行の状況を監査すje

(2)　この法人の財産の状況を監査すji

(3)前2号の規定による監査の結果､

しくは定款に違反する圭大な事実が

に報告すること｡

(4)前号の報告をするため必要があj:

(5)理事の業務執行の状況又はこの詔

は理事会の招集を請求すること｡
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(表決権等)

第28条　各正会鼻の表決権は､平等とIi

2　やむを得ない理由のため総会に出席

て霊面をもって表決し､又は他の正会

3　前項の規定により表決した正会員は

第50条の適用については､総会に出月

4　総会の議決について､特別の利害願

できない｡

(議事録)

第29条　総会の議事については､次の3

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席音数(雷面責

~る｡

できない正会員は､あらかじめ通知された事項につい

邑を代理人として表決を委任することができる｡

.第26条､第27条第2項､第29条第1項第2号及び

;したものとみなす｡

係を有する正会見は､その議事の議決に加わることが

項を記載した議事録を作成しなければならない｡

決着又は表決委任者がある場合にあっては､その数を
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